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平成 28 年 3 月に大臣決定された第二次の首都圏広域地方計画では、将来像実現のために、防

災力の強化、国際競争力の強化及び超高齢社会への対応を三大課題として、個性豊かな地域が相

互に連携することにより、ヒト、モノ、情報等が双方向で活発に行き交う「対流型首都圏」の構

築を目指し、様々なプロジェクトに取り組むこととしています。 

現在、新たな首都圏広域地方計画の策定作業が進められており、令和５年６月に計画の骨子で

ある“基本的な考え方”を公表、令和７年 10 月に“中間取りまとめ（案）”を公表し、令和８

年３月頃に大臣決定をする予定です。 

 

第２－１図 国土計画制度の体系 
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第第２２章章  都都市市計計画画のの仕仕組組みみ  

第第 11 節節  基基  本本  法法  

１１  国国土土形形成成計計画画法法  

昭和 25 年に制定された国土総合開発法は、当時の社会経済状況を背景に、開発を基調とした量

的拡大を指向したものとなっていました。しかし、戦後復興から高度成長期を経て、安定成長の時

代を迎えた現在、国土総合開発法の思想は、時代状況にそぐわないものとなってきました。 

そこで、平成 17 年 7 月、成熟社会にふさわしい国土のビジョンを提示するため、「国土総合開

発法」を抜本的に見直し、その名称を「国土形成計画法」へ、「全国総合開発計画」という計画名

称を「国土形成計画」へと改めました。 

国土形成計画法で定める国土形成計画は、国土の利用、整備及び保全を推進するための総合的か

つ基本的な計画であり、全国計画と、八つの区域における広域地方計画から成っています。 

 

（（11））国国土土形形成成計計画画（（全全国国計計画画））  

 国土形成計画（全国計画）は、総合的な国土の形成に関する施策の指針となるべきものとして、

全国の区域について、国土の形成に関する基本的な方針、目標及び基本的な施策に関する事項を

定めています。土地・水等の国土資源や海域の利用保全、震災や風水害等の災害対策、都市と農

山漁村の整備、産業の立地、交通・情報通信等の公共施設整備、文化・厚生・観光資源の保護及

び整備、良好な環境の創出及び景観形成など幅広い分野に関するものです。 

令和５年７月に閣議決定された第三次の全国計画では、人口減少等による地方の危機など、直

面する難局を乗り越えるため、目指す国土の姿として「新時代に地域力をつなぐ国土」を掲げ、

その実現に向けた国土構造の基本構想として「シームレスな拠点連結型国土」の構築を図ること

としています。 

 

（（22））首首都都圏圏広広域域地地方方計計画画  

 広域地方計画は、都府県を超える広域ブロックごとにその特色に応じた施策展開を図り、自立

的に発展する圏域の形成を目指し、国土形成計画（全国計画）を基に、当該区域における国土の

形成に関する基本的方針、目標、戦略的に実施すべき具体的な施策等を明らかにするものです。

北海道と沖縄県を除き、首都圏、近畿圏、中部圏、東北圏、北陸圏、中国圏、四国圏及び九州圏

の八つのブロックごとに計画を定めています。 

この広域地方計画は、国の地方行政機関、関係都府県、指定都市等により組織される広域地方

計画協議会における協議を経るなど、地域の実情を反映したものとして定められます。首都圏広

域地方計画の範囲は、 首都圏（関東１都６県＋山梨県）を基本に、隣接する福島県、新潟県、長

野県及び静岡県も一体として視野に入れています。 
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２２  国国土土利利用用計計画画法法  

昭和 40 年代後半の金融緩和を契機として、大都市地域における地価の高騰や用地取得難などが

顕在化するとともに、土地の投機的取引の増大による全国的な地価の高騰、乱開発による自然環境

の破壊等が社会問題化し、土地問題の解決が喫緊の政策課題となってきました。 

このような状況に対処するため、昭和 49 年、総合的かつ計画的な国土の利用を図ることを目的

として、国土利用計画及び土地利用基本計画の策定、土地取引の規制等が盛り込まれた「国土利用

計画法」が制定されました。 

その後、平成 17 年の国土計画体系の見直しによって、国土利用計画（全国計画）は、国土形成

計画（全国計画）と一体的に策定することになり、平成 20 年７月、両計画は、時を同じくして閣

議決定されました。 

国土利用計画及び土地利用基本計画の概要は、次のとおりです。 

 

((11))  国国土土利利用用計計画画  

国土利用計画は、国土の総合的かつ計画的利用を図るための長期構想として、国土利用に関す

る行政の指針となるもので、全国計画、都道府県計画及び市町村計画により構成されています。 

計画の内容は、①国土の利用に関する基本構想、②国土の利用目的に応じた区分ごとの規模の

目標及び③目標を達成するために必要な措置の概要から構成されています。 

ア 全国計画 

全国計画としては、平成 27 年 8 月、第五次の計画が閣議決定されました。第六次国土利用

計画（全国計画）は、令和５年７月に閣議決定されました。 

イ 東京都計画 

東京都計画としては、昭和 58 年に第一次計画、平成２年に第二次計画が策定されましたが、 

それ以降は策定しておりません。 

 

((22))  土土地地利利用用基基本本計計画画  

この計画は、国土利用計画法に基づくものであり、土地利用の総合的かつ基本的な方向付けを

行い、各種の土地利用計画の総合調整を行う上位計画として位置付けられています。 

また、国土利用計画法に基づく土地取引規制及び遊休土地に関する措置並びに個別規制法を通

じて土地利用を実施するための基本となるものです。 

計画の内容は、東京都の行政区域において、都市、農業、森林、自然公園及び自然保全のそれ

ぞれの地域を指定し、さらに、重複して地域が指定されている場合の土地利用の調整に関する事

項等を定めるものです。 

東京都土地利用基本計画は、国土利用計画全国計画（第一次）（昭和 51 年５月公表）を基本

に、暫定計画として、５地域区分を個別規制法による地域指定を基盤として定め、昭和 51 年８
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第第２２－－２２表表  全全国国総総合合開開発発計計画画及及びび国国土土形形成成計計画画（（全全国国計計画画））のの概概要要 

 

 全全国国総総合合  
開開発発計計画画  

新新  
全全国国総総合合  
開開発発計計画画  

第第三三次次  
全全国国総総合合  
開開発発計計画画  

第第四四次次  
全全国国総総合合  
開開発発計計画画  

2211 世世紀紀のの  
国国土土のの  
ググラランンドド  
デデザザイインン  

国国土土形形成成
計計画画((全全国国
計計画画))  

第第二二次次  
国国土土形形成成計計画画
((全全国国計計画画))  

第第三三次次  
国国土土形形成成計計画画
((全全国国計計画画))  

閣
議
決
定 

昭和 37 年 
10 月５日 
(1962 年) 

昭和 44 年 
５月 30 日 
(1969 年) 

昭和 52 年 
11 月４日 
(1977 年) 

昭和 62 年 
６月 30 日 

（1987 年） 

平成 10 年 
３月 31 日 

（1998 年） 

平成 20 年 
７月４日 
(2008 年) 

平成 27 年 
８月 14 日 
(2015 年) 

令和５年 
７月 28 日 
(2023 年) 

目
標
年
次 

昭和 45 年 
(1970 年) 

昭和 60 年 
(1985 年) 

昭和 52 年
から 
おおむね
10 年間 

おおむね 
2000 年 

2010 年か
ら 2015 年
まで 

おおむね 
10 年間 

おおむね 
10 年間 

おおむね 
10 年間 
 

計
画
策
定
の 
背
景 

1 高度成長
経済への
移行 
 

2 過大都市
問題、所
得格差の
拡大 

 
3 所得倍増
計画（太
平洋ベル
ト地帯構
想） 

1 高度成長
経済 
 
 

2 人口、産
業の大都
市集中 
 

 
3 情報化、
国際化、
技術革新
の進展 

1 安定成長
経済 
 
 

2 人口、産
業の地方
分散の兆
し 

 
3 国土資
源、エネ
ルギー等
の有限性
の顕在化 

1 人口、諸
機能の東
京一極集
中 
 

2 産業構造
の急速な
変化等に
より地方
圏での雇
用問題の
深刻化 

 
3 本格的国
際化の進
展 

1 地球時代 
（地球環
境問題、
大競争、
アジア諸
国との交
流） 
 

2 人口減
少・高齢
化時代 

 
3 高度情報
化時代 

1 経済社会
情勢の大
転換 

 
2 国民の価
値観の変
化・多様
化 

 
3 国土をめ
ぐる状況 

（地域の自
立的発展
に向けた
環境進
展、広域
的課題の
増加、国
土のあり
方再構
築） 
 

1 国土を取り
巻く時代の
潮流と課題
（少子高齢
化、国際競
争激化、災
害切迫・イ
ンフラ老朽
化、地球環
境問題、技
術革新等） 

 
2 国民の価値
観の変化
（ライフス
タイルの多
様化、安
全・安心に
対する国民
意識の高ま
り） 

 
3 国土空間の
変化（低・
未利用地、
空き家の増
加等） 

「時代の重大
な岐路に立
つ国土」 

 
1 地域の持続
性、安全・
安心を脅か
すリスクの
高まり（未
曽有の人口
減少、少子
高齢化、巨
大災害リス
ク、気候危
機） 

 
2 コロナ禍を
経た暮らし
方・働き方
の変化（新
たな地方・
田園回帰の
働き方）  

 
3 激動する世
界の中での
日本の立ち
位置の変化 

基
本
目
標 

地域間の
均衡ある
発展 

豊かな環
境の創造 

人間居住
の総合的
環境の整
備 

多極分散
型国土の
構築 

多軸型国
土構造を
目指す長
期構想
（50 年程
度先）実
現の基礎
づくり 

多様な広域
ブロックが
自立的に発
展する国土
を構築する
とともに、
美しく、暮
らしやすい
国土の形成 

対流促進型国
土の形成 

新時代に地域
力をつなぐ国
土～列島を支
える新たな地
域マネジメン
トの構築～ 
 

開
発
方
式
等 

拠点開発
構想 

大規模プ
ロジェク
ト構想 

定住構想 交流ネッ
トワーク
構想 

参加と連
携 

5 つの戦略
的目標の実
現 

重層的かつ強
靭な 
「コンパクト
＋ネットワー
ク」 

シームレスな
拠点連結型国
土 
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第第２２－－２２表表  全全国国総総合合開開発発計計画画及及びび国国土土形形成成計計画画（（全全国国計計画画））のの概概要要 
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11 月４日 
(1977 年) 
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次 
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い首都圏の建設とその秩序ある発展を図ることを目的として首都圏整備法が制定され、首都建設法

は廃止されました。 

首都圏構想は、東京及びその周辺における人口や産業の急激な集中による過密の弊害を解消する

ために、東京都を中心に埼玉県、千葉県、神奈川県、茨城県、栃木県、群馬県及び山梨県の１都７

県の区域について、それぞれの地域が最も適した機能を分担し、相互に効率的に補完し合いながら、

一体となった巨大な地域複合体として整備しようとする考え方です。 

首都圏の秩序ある整備を推進するために、首都圏整備法では、「政策区域」の設定や「首都圏整

備計画」の策定が定められています。首都圏整備計画においては、昭和 33 年の第一次計画以降、

数次にわたり改定しています。 

政策区域及び首都圏整備計画の概要は、次のとおりです。 

 

((11))  政政策策区区域域  

東京への人口、産業などの集中とこれに伴う環境悪化を解消し、政治、経済、文化等の中心地に

ふさわしい首都圏を建設するためには、東京都とその周辺地域を「首都圏」という一体の地域とし

て、総合的に整備するとともに、良好な自然環境を有する緑地を保全する必要があります。 

このため、首都圏整備法の中で、首都圏を「既成市街地」、「近郊整備地帯」、「都市開発区域」

などの政策区域に区分し、それぞれの区域でそれぞれの特性に合った整備や保全を行い、全体とし

て調和のとれた広域エリアとして整備することとしています。 

 

((22))  首首都都圏圏整整備備計計画画  

  首都圏整備計画は、首都圏の整備に関する総合的な計画であり、従来、基本計画、整備計画及び

事業計画の三つの計画により構成されていました。 

平成 17 年７月に実施された国土計画体系の再構築に伴い、首都圏整備法の一部も改正され、そ

れまであった事業計画を廃止するとともに基本計画及び整備計画を一本化し、平成 18 年 9 月に首

都圏整備計画を改定しました。 

平成 28 年３月に改定された現行の首都圏整備計画は２部構成となっています。第１部では、首

都圏の将来像を「洗練された首都圏」と設定し、その実現のため、今後の首都圏整備に対する基本

方針、取り組むべき方向等を明らかにしており、計画期間は平成 28 年度からおおむね 10 年間とし

ています。 

第２部では、根幹となるべき各種施設の整備計画を示しており、計画期間を平成 28 年度からお

おむね５年間としています。具体的には、国道 357 号東京湾岸道路や国道 16 号、環状２号線など

の道路整備、中央防波堤外側地区の国際海上コンテナターミナルや臨港道路の整備、八ッ場ダムの

建設などを推進することとしています。 

 - 10 - 

月に公表しました。 

その後、東京都国土利用計画（第一次）（昭和 58 年３月公表）の策定に伴い、土地利用基本

計画が本来の土地利用調整機能を発揮できるよう見直しを行い、以後昭和 61 年９月に改定し、

昭和 63 年２月、平成元年４月、平成２年２月及び平成３年４月に一部変更を行いました。 

また、東京都国土利用計画（第二次）の策定に伴い、平成４年４月に土地利用基本計画の一部

改定を行い、さらに、国土利用計画（第４次全国計画）（平成 20 年 7 月）、東京の都市づくり

ビジョン改定（平成 21 年 7 月）及び都市づくりのグランドデザイン（平成 29 年 9 月）を踏まえ

て、平成 23 年４月及び平成 30 年２月に土地利用の基本方向の一部を変更しました。 

なお、５地域の区分については、平成５年４月、平成６年４月、平成８年４月、平成９年４月、

平成 11 年４月、平成 16 年６月、平成 18 年３月、平成 19 年３月、平成 21 年８月、平成 23 年４

月、平成 27 年３月、平成 28 年３月、平成 29 年３月、平成 30 年２月、令和２年 11 月、令和４

年６月、令和４年９月及び令和５年８月に、それぞれ一部変更しました。 

 

第第２２――３３表表  土土地地利利用用基基本本計計画画地地域域区区分分別別面面積積  

（令和７年３月現在） 

区分（主な土地利用規制法） 面積（ha） 割合（％） 

５
地
域 

都市地域（都市計画法） 174,541  79.5 

農業地域（農業振興地域の整備に関する法律） 13,874 6.3 

森林地域（森林法） 78,547 35.8 

自然公園地域（自然公園法） 79,886 36.4 

自然保全地域（自然環境保全法） 772 0.4 

計 347,620 - 

白地地域 3,634 1.7 

合  計 351,254 - 

都土地面積 219,994 - 

（注）１ 都土地面積は、令和７年１月現在の国土地理院が公表した資料による。 

２ ５地域区分の面積は、各個別規制法担当課の資料による。 

３ ５地域のうち、それぞれ他の二つ以上の地域と重複している部分があるため、各地域の面

積の合計と都土地面積は一致しない。 

 

３３  首首都都圏圏整整備備法法  

昭和 25 年に制定された首都建設法に基づく首都建設計画は、都の行政区域に限定されていたた

め、人口や諸機能の過密に伴う住宅問題や交通渋滞等、都県境を越えて連担する東京大都市圏の実

態に対応することが困難でした。 

そこで昭和 31 年に、首都圏構想に基づき、我が国の政治、経済、文化等の中心としてふさわし
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